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本資料について  
2025年の税制改正では、「103万円の壁」「100万円の壁」など、年収ラインに関する制度が⼤きく⾒直されます。
これらの変更は、企業の労務業務に直接影響を及ぼす内容であり、
対応を後回しにすれば、制度施⾏時に慌ただしくなることは避けられません。

本資料では、数ある税制改正項⽬の中から、特に実務負担が⼤きくなるテーマを優先的に取り上げています。

  「“103万円の壁”引き上げのニュースは⾒るが、実際のところ実務にどのような影響があるかわからない」
  「改正の情報を収集したいが、実務が忙しくてなかなか時間がとれない…」

こうした現場の声を踏まえ、
年末調整業務への影響や、企業として準備しておくべきポイントを整理しました。
制度の変更点と実務のつながりがすぐに把握できる内容となっていますので、ぜひご活⽤ください。

本資料について、目次  P2 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 P4 

所得税103万円の壁の見直し  P8 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 P15 

学生アルバイトへの対処  P19 

改正の適用スケジュール 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会社員の所得を確定する作業 年末調整とは 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今年の改正で特に大変になるポイント  P33 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103万円の壁とは
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年収の壁一覧  

100万
円 
の壁 

103万
円 
の壁 

106万
円 
の壁 

130万
円 
の壁 

150万
円 
の壁 

201万
円 
の壁 

住民税※1の 
支払いが発生 

所得税の 
支払いが発生 

勤め先によって※2 

社保の加入が必要 
勤め先によって※2 
社保の加入が必要 

配偶者特別控除の 
満額での適用不可 

配偶者特別控除の 
対象でなくなる 

0円 

100万
円 

200万
円 

令和7年度 税制改正 

※ 
※1 
※2 

参考：厚生労働省「年収の壁について知ろう」 
自治体によってはこの金額基準が少し異なります。 
勤め先の規模が従業員51人以上、月額賃金8.8万円（年収計算で約106万円）、週の労働時間が20時間以上の場合、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生いたします。 

税金 
に関わる壁  

税金 
に関わる壁  

税金 
に関わる壁  

税金 
に関わる壁  

社会保険 
に関わる壁  

社会保険 
に関わる壁  

年収の壁には、税金に関わる壁と社会保険に関わる壁 があります。本ガイドでは、 
このうち令和7年度 税制改正で見直しが行われる税金に関わる「 103万円の壁」「 100万円の壁」について解説します。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf
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所得税と住民税の違い  

国に納税 

自治体に納税 

納付先  納税方法 

税務署 
源泉徴収（給料から天引き） 

年末調整 
又は確定申告 

納付先  納税方法 

1月1日時点で住所がある 
市区町村 

特別徴収（給料から天引き） 
又は普通徴収（自分で納税） 

所得にかかる税金には、国に納める「所得税」と、住んでいる自治体に納める「住民税」があります。 
これらの税金は、会社勤めの方の場合、会社を通じて納める ケースが多いです。 

所得税は税務署に対して納め、住民税 は従業員の居住している市区町村に会社を通じて納める ことが一般的です。 
 

所得税（国税）

住民税（地方税）
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給与所得者の「 103万円の壁」のしくみ  

注）個人事業主は、実際にかかった経費を必要経費として申告する仕組みで、給与所得控除は適用されず　103万円の壁は給与所得者に特有のものです。 
※1　厚生労働省「社会保障審議会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会（平成16年4月20日）」 
 

55万円  48万円 ➡給与所得控除  

103万円の壁 

収入  必要経費  所得 基礎控除 （  ） 
会社員  パート 

アルバイト  会社員  パート 
アルバイト 

「103万円の壁」は、従来から多くの給与所得者に意識されてきた所得税のかかり始めのライン です。 
 

所得税は「収入 −（必要経費＋基礎控除）＝ 課税所得」で計算されます。 
基礎控除（48万円）は、原則すべての人に一律で適用される控除で、最低限の生活費に課税しないための制度です。 
たとえば、年収が48万円以下であれば税金はかかりません。 
 

会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者には、通勤費や仕事用の服などの必要経費を想定して 
「給与所得控除（55万円）」が自動で適用されます。 
 

この2つを合計した「103万円」を超えた所得に対して所得税が発生 する仕組みです。 
 

ここに課税される  

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/s0420-5b.html
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所得税103万円の壁の見直し  



9 

改正ポイント  

①給与所得控除の最低保障額の引き上げ（ 55万円→65万円）、つまり＋ 10万円 
　└給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、低収入の給与所得者がより多くの所得を非課税にできるようになりました。 
 

②基礎控除の引き上げ（ 48万円→58万円）、つまり＋ 10万円 
　└原則すべての納税者に共通して適用される基礎控除が10万円増額され、より多くの所得を非課税にできるようになりました。 
 
③基礎控除の特例の創設  
　└一定の所得以下の人を対象に、基礎控除額をさらに上乗せする「特例措置」が新設され、特に収入の少ない方の税負担軽減が 
　　 期待されています。 
 

令和7年度 税制改正では、所得税について以下の改正が行われます。

103万の壁の見直しは、 
所得税の話です。 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100万円 

200万円 

300万円 

 ① 給与所得控除は55万円の最低保障額を65万円に引き上げる  

来年（2026年）までの措置 

2024年まで  2025年以降 

基礎控除  48万 

給与所得控除  

基礎控除  58万 

給与所得控除  

基礎控除の特例  

令和7年 税制改正大綱での決定事項 （2024年12月27日） 

 ② 基礎控除を10万円引き上げる 

200万円  400万円  600万円  800万円 

100万円 

200万円 

300万円 

200万円  400万円  600万円  800万円 
0 

0 

基礎控除は48万円、給与所得控除は年収162.5万円以下の方については55万円でし

た。年収が上がるにつれて給与所得控除額も増加しますが、一定の所得を超えると控

除額は一定となる仕組みでした。控除額の合計が少ないため、103万円を超えると所

得税が発生する制度設計となっていました。 

基礎控除が58万円に、給与所得控除の最低保障額が 65万円に引き上げられました。 
また、基礎控除は年収に応じた段階的な特例（上乗せ措置）が導入 されました。 
年収200万円以下では恒久的な適用、年収200万円を超えると2026年までの2年間の適

用となり、年収850万円を超えると上乗せがありません。 
 

2024年まで  2024年まで 2025年以降 

年収 

控 
除 
額 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基礎控除 

給与所得控除 

基礎控除の特例 基礎控除  の改正内容 

改正前  改正後 

合計所得⾦額  控除額  合計所得⾦額  控除額 

 
 
 

   2,350 万円以下  58万円 

2,400万円以下  48万円  2,350 万円超〜2,400 万円以下  48万円 

2,400 万円超〜2,450 万円以下  32万円   2,400 万円超〜2,450 万円以下  32万円 

2,450 万円超〜2,500 万円以下  16万円  2,450 万円超〜2,500 万円以下  16万円 

改正前 

改正後+10万円 

合計所得金額 

控 
除 
額 

※  出典：2025年3月31日成立 所得税法等の一部を改正する法律 
 

今回の改正により、合計所得が2,350万円以下の方の基礎控除は、 48万円から58万円に 
引き上げられました。これにより、多くの方が控除額10万円の増加となります。 

以下のグラフは、控除額の変化を示しています。 
オレンジのラインが、改正後の控除額 です。 

広い年収帯で基礎控除が 10万円増えていることが分かります。 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給与所得控除  の改正内容 
今回の改正で、給与所得控除の最低保障額が 55万円から65万円に引き上げられました。 
特に、年収が190万円に満たない方は、控除額が増加することになります。 
一方で、年収が190万円を超える方については、今回の最低保障額の引き上げによる 
影響はありません。また、控除額は年収850万円で上限の195万円に達し、年収850万円 
を超えると控除が年収に比例せず定額となります。 
 

基礎控除 

給与所得控除 

改正前  改正後 

最低保障額  最低保障額 

55万円  65万円 

年収190万円超は 
控除の影響なし 

年収 

控 
除 
額 

年収850万円超は 
195万円で控除額の上昇なし 

最低保障額10万円 
引き上げの影響 

改正前 
改正後 

1,900,000  8,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

0 

※ 出典：2025年3月31日成立 所得税法等の一部を改正する法律 
 

右のグラフは、控除額の推移を改正前後で比較しています。 
オレンジのラインが改正後 で、低年収帯の控除が増えた ことが 
示されています。 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基礎控除  の改正内容 
今回の改正では、手取りを増やすことを目的に、年収に応じた基礎控除の上乗せ特例が新設 されました。 
年収200万円以下の方については、恒久的な措置として37万円が追加で控除されます。 
一方、年収200万円を超える場合は、2年間の時限措置として年収に応じた上乗せ幅が3段階の定額制となり、年

収850万円を超えると上乗せはありません。  基礎控除 

給与所得控除 

基礎控除の特例 

※ 出典：2025年3月31日成立 所得税法等の一部を改正する法律 
 

基礎控除の特例の創設 

年収  上乗せ控除額  措置の期間 

200 万円相当以下  37万円  恒久的措置 

200 万円相当 〜 475 万円相当以下  30万円 

2025年分 
及び 

2026年分 
 475 万円相当 〜 665 万円相当以下  10万円 

665 万円相当 〜 850 万円相当以下  5万円 

年収 
2,000,001  4,750,001  6,650,001  8,500,001 

恒 
久 
的 
措 
置 

来 
年 
ま 
で 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

0 

控 
除 
額 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改正内容のまとめ  

201万円 160万円  476万円  666万円  851万円 

160万円の懸念  　収入　：¥1,600,000 
　控除額：¥1,600,000 

課税最低限は160万円となるが、社保支

払いがある場合は188万円となる※1 

201万円の懸念  　収入　：¥2,000,001 
　控除額：¥1,560,000 

基礎控除の特例が37万円から30万円に

下がり手取りが減少する可能性がある 

476万円の懸念  　収入　：¥4,750,001 
　控除額：¥2,070,000 

基礎控除の特例が30万円から10万円に

下がり手取りが減少する可能性がある 

666万円の懸念  　収入　：¥6,650,001 
　控除額：¥2,395,000 

基礎控除の特例が10万円から5万円に

下がり手取りが減少する可能性がある 

851万円の懸念  　収入　：¥8,500,001 
　控除額：¥2,530,000 

基礎控除の特例の5万円の上乗せがなく

なり手取りが減少する可能性がある 

旧：103万円の壁  　収入　：¥1,030,000 
　控除額：¥1,030,000 

基礎控除48万円に給与所得控除55万円

を加えた103万円が壁となっていた。 

基礎控除 

給与所得控除  

基礎控除の特例  
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

1  2 

3 
4 

5 

今回の改正により、所得税に関する「壁」は 103万円から160万円に引き上げられました。 
年収が160万円以下であれば、控除額の範囲内に収まり、所得税がかからない仕組みです。 

一方、社会保険の加入基準（年収 130万円）を超えると社会保険料の負担が発生 する点には注意が必要です。 

1 

２ 

３ 

４ 

５ 
※  出典：2025年3月31日成立 所得税法等の一部を改正する法律  

 出典：自由民主党・公明党「基礎控除の特例の創設について（令和 7年2月28日）」 
 

※1 

https://storage2.jimin.jp/pdf/news/information/210056_1.pdf
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住民税100万円の壁の見直し  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改正ポイント  

①給与所得控除の最低保障額の引き上げ（ 55万円→65万円）、つまり＋10万円 
　└住民税の改正では、所得税と異なり、給与所得控除の最低保障額（ 55万円→65万円）引き上げのみ が行われました。　　 

令和7年度 税制改正では、住民税について以下の改正が行われます。

100万の壁の見直しは、 
住民税の話です。 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100万円 

200万円 

300万円 

2025年まで  2026年以降 

基礎控除 43万 

給与所得控除 

基礎控除 43万 

給与所得控除 

200万円  400万円  600万円  800万円 

100万円 

200万円 

300万円 

200万円  400万円  600万円  800万円 
0  0 

55万円の最低保障額を 
65万円に引き上げ 

2025年までは、住民税における給与所得控除の最低

保障額は55万円でした。年収が低くても、控除額は一律

55万円が適用されていました。 

2026年以降は、最低保障額が 65万円に引き上げられま

す。これにより、年収190万円以下の方は控除額が拡大し

ます。 

2026年以降 

年収 

控 
除 
額 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給与所得控除  の改正内容 
2026年以降、住民税の給与所得控除の最低保障額が 55万円から65万円に引き上げられます。 
これにより、年収190万円に満たない方は、控除額が増加することになります。 

改正前  改正後 

最低保障額  最低保障額 

55万円  65万円 

年収190万円超は 
控除の影響なし 

年収 

控 
除 
額 

年収850万円超は 
195万円で控除額の上昇なし 

最低保障額10万円 
引き上げの影響 

改正前 
改正後 

1,900,000  8,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

0 

※ 出典：2025年3月31日成立 地方税法等の一部を改正する法律 
 

年収に応じた住民税の給与所得控除額の変化を示しています。 
オレンジのラインが改正後の控除額 で、年収190万円未満の層で最大10
万円分増加していることが分かります。また、控除額は年収850万円で上限

の195万円に達し、年収850万超では控除が年収に比例せず、定額となりま

す。 
 
 

基礎控除 

給与所得控除 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学生アルバイトへの対処  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学生アルバイトにも影響、扶養控除の適用条件が緩和  
 

改正ポイント  

今回の税制改正の注目点のひとつが、学生アルバイト収入と扶養控除の関係 です。 
扶養控除は、家族を養う納税者の税負担を軽くする制度で、これまでは扶養される 
子の年収が103万円を超えると、親は 63万円の控除を受けられませんでした 。 
 
今回の改正により、以下のように適用範囲が拡大されました。 
学生世代が年収 103万円（月収換算で約 8.5万円）を超えても、すぐに扶養から外れることがなくなります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New 

特定親族特別控除 （主に学生アルバイト）  

123万円  188万円 

特定親族 
特別控除 扶養控除 

150万円 

年収  控除額 
 
123万円以下 
 

満額63万円の扶養控除を適用 

123万超〜188万円以下  特定親族特別控除が適用され、 
控除額が段階的に減少（逓減） 

188万円超  特定親族特別控除の適用外 

子の年収 

控
除
額 



21 

特定親族特別控除の創設  

子の給与収入150万円まで 
親は63万円の控除可 

子の給与収入150万円を超え

ると控除額は徐々に減少  
最大子の給与収入188万円ま

で親は控除可 

（給与収入150万 - 給与所得控除65万 = 85万） 

※ 出典：2025年3月31日成立 所得税法等の一部を改正する法律 
 

これまでは、大学生など扶養されている子の年収が103万円を超えると、親は63万円の扶養控除を 
受けられませんでした。今回の改正により、19歳以上23歳未満の子の給与収入が 150万円までなら  

控除が満額適用され、150万円超～188万円までは段階的に控除が逓減 する新制度が創設されました。 

親の所得税控除 

  改正前  改正後 

  所得金額 = 給与収入 - 給与所得控除55万円  所得金額 = 給与収入 - 給与所得控除65万円 

  親族等の合計所得金額  控除額  親族等の合計所得金額  控除額 

扶養控除 
（特定扶養親族： 

年齢が19歳以上23歳未満） 

48万円以下  63万円 48万円以下  63万円 

0円 

48万円超 〜 58万円以下  63万円 

【新設】 
特定親族特別控除  
（年齢が19歳以上23歳未満） 

58万円超 〜 85万円以下  63万円 

85万円超 〜 90万円以下  61万円 

90万円超 〜 95万円以下  51万円 

95万円超 〜 100万円以下  41万円 

100万円超 〜 105万円以下  31万円 

105万円超 〜 110万円以下  21万円 

110万円超 〜 115万円以下  11万円 

115万円超 〜 120万円以下  ６万円 

120万円超 〜 123万円以下  ３万円 

注）適用条件は、大学生かどうかではなく、子の12月31日時点の年齢で判定されます。 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子の給与収入と控除の関係  

61万円控除 
63万円控除 

41万円控除 
51万円控除 

31万円控除 
21万円控除 

6万円控除 
11万円控除  3万円控除 

控除なし 

103万円以下  150万円以下 
150万円超 

155万円以下 
155万円超 

160万円以下 
160万円超 

165万円以下 
165万円超 

170万円以下 
170万円超 

175万円以下 
175万円超 

180万円以下 
180万円超 

185万円以下 
185万円超 

188万円以下  188万円超 

子の年収 

控 
除 
額 

103万円 
（改正前の上限）  

子の年収が 
188万円以内なら 
控除が受けられる 

※ 出典：2025年3月31日成立 所得税法等の一部を改正する法律 
 

これまでは、子の年収が103万円を超えると、親は扶養控除（63万円）を受けられませんでした。 
今回の改正により、年収150万円までは満額の控除が適用 され、 

150万円超〜188万円以下の範囲では、控除額が段階的に減少 する仕組みが導入されました。 

親の所得税控除 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特定親族特別控除の創設  

  改正前  改正後 

  所得金額 = 給与収入 - 給与所得控除55万円  所得金額 = 給与収入 - 給与所得控除65万円 

  親族等の合計所得金額  控除額  親族等の合計所得金額  控除額 

扶養控除 
（特定扶養親族：年齢が 19歳以

上23歳未満） 

48万円以下  45万円 48万円以下  45万円 

0円 

48万円超 〜 58万円以下  45万円 

【新設】 
特定親族特別控除  
（年齢が19歳以上23歳未満） 

58万円超 〜 95万円以下  45万円 

95万円超 〜 100万円以下  41万円 

100万円超 〜 105万円以下  31万円 

105万円超 〜 110万円以下  21万円 

110万円超 〜 115万円以下  11万円 

115万円超 〜 120万円以下  ６万円 

120万円超 〜 123万円以下  ３万円 

子の給与収入160万円まで 
親は45万円の控除可 

子の給与収入160万円を超え

ると控除額は徐々に減少 
最大子の給与収入188万円ま

で親は控除可 

（給与収入160万 - 給与所得控除65万 = 95万） 

※ 出典：2025年3月31日成立 地方税法等の一部を改正する法律 
 

住民税においても、特定扶養親族（ 19歳以上23歳未満）の給与収入が増えても控除を受けられる  
新制度が創設されました。子の年収が160万円以下であれば、親は 45万円の控除を満額受けられ、  

188万円まで段階的に控除額が減少 します。 

親の住民税控除 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6万円控除 

子の給与収入と控除の関係  

45万円控除 
41万円控除 

31万円控除 
21万円控除 

11万円控除  3万円控除 
控除なし 

100万円以下  160万円以下 
160万円超 

165万円以下 
165万円超 

170万円以下 
170万円超 

175万円以下 
175万円超 

180万円以下 
180万円超 

185万円以下 
185万円超 

188万円以下  188万円超 

子の年収 

控 
除 
額 

※ 出典：2025年3月31日成立 地方税法等の一部を改正する法律 
 

これまで、子の年収が103万円を超えると住民税の扶養控除（45万円）は受けられませんでしたが、 
今回の改正により、年収160万円までは満額控除が適用 され、 

188万円までの間は控除額が段階的に減少するしくみが導入 されました。 
 

子の年収が 
160万円以下なら 

45万円の控除が受けられる 100万円 
（改正前の上限）  

親の住民税控除 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税制改正に伴う壁の変更　まとめ  

 
100万

円 
の壁 

 
103万

円 
の壁 

 
106万

円 
の壁 

 
130万

円 
の壁 

 
150万

円 
の壁 

 
201万

円 
の壁 

住民税※1の 
支払いが発生 

所得税の 
支払いが発生 

勤め先によって※2 

社保の加入が必要 
勤め先によって※2 
社保の加入が必要 

配偶者特別控除の 
満額での適用不可 

配偶者特別控除の 
対象でなくなる 

0円 

100万円 

200万円 

※ 
※1 
※2 

参考：厚生労働省「年収の壁について知ろう」 
自治体によってはこの金額基準が少し異なります。 
勤め先の規模が従業員51人以上、月額賃金8.8万円（年収計算で約106万円）、週の労働時間が20時間以上の場合、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生いたします。 

税金 
に関わる壁  

税金 
に関わる壁  

税金 
に関わる壁  

税金 
に関わる壁  

社会保険 
に関わる壁  

社会保険 
に関わる壁  

 
110万円の壁 

 
160万円の壁 

 
160万円の壁 

令和7年度の税制改正では、「住民税100万円の壁」が 110万円に、「所得税103万の壁」が160万円に引き上がりました。 
「社会保険106万・130万の壁」は残る形となり、社会保険加入による手取り減少の影響は残り続けることとなりました 。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf
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社会保険料の総負担額は

労使合算で年間 393,360 円
※ただし、社会保険料控除の増額により、年末調整での還付 や住民税負担の減少 、

また、厚生年金に新たに加入することにより、将来の年金受給額の増額 などのメリットもある

従業員数

50名以下の事業者

40代主婦のパートで

年収130万1円

　年収130万1円は月収換算108,333円となり、標準報酬月額等級は、健康保

険は7等級、厚生年金は4等級となります。

　満40歳に達した時から介護保険が徴収されるため、各保険料の負担額は年

間393,360円 ((健康保険12,650円＋厚生年金20,130円)×12ヶ月))となり、そ

れを労使間で折半します（会社側が半分負担）

年間196,680円
会社負担増

年間196,680円
手取り減

従業員50名以下の企業勤務の40代のパートが

年収130万円の壁を超えることで夫の扶養から外れ

新たに社会保険適用拡大の対象となった場合※

試算例 

130万の壁を超えて働いた場合の試算例  

※ 週の所定労働時間が20時間以上として、協会けんぽ 令和7年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額

表（東京都）をもとに試算しています。なお、雇用保険や各種税金等は考慮しておりません

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/13tokyo.pdf
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/13tokyo.pdf
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改正の適用スケジュール  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税制改正の適用スケジュール  

その年の所得に  
応じて課税 

 
2025年の所得税は年末調整や 

確定申告で精算されます 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  1  2  3  4  5  6 

2025  2026  2027 

所得 

所得を確定する作業が必要  

会社員 

パート 
アルバイト 

個人事業主  確定申告で確定（翌年2月16日〜3月15日に実施） 

年末調整で確定（12月に実施） 
※ 1年間の給与総額が2,000万円を超える人、または災害減免法の規定によりその年の給与

に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人は

対象外となります。 

所得の確定方法  
 

会社員・パート・アルバイトの方は勤
務先を通して年末調整で、 

自営業の方などは 
確定申告で所得を確定します。 

 

所得税 

2025年の年末調整から 適用 
 

2025年の年末に、年間の所得をもとに税金を確定する作業（年末調整）からの適用となります。 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税制改正の適用スケジュール  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  1  2  3  4  5  6 

2025  2026  2027 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

納
税 

後払い 
 

前年の所得から税額を算出し、 
6月から翌年の5月まで 
12分割で納付します。 

 

決定通知書は  
5月に届く 

 

到着後、6月の給与から 
住民税の天引きが始まります。 
金額は前年の所得をもとに 
通知書で案内されます。 

 
 

計算対象  計算  計算結果 
住民税算出の基となる 
昨年1月〜12月の 

収入額や所得控除額 

住民税＝所得割額+均等割額 
課税所得 ✕ 税率10%※ー調整控除  
※税率10％内訳：市区町村民税分6％、都道

府県民税分4％ 

６月から翌年５月まで 
毎月納める税金 

納付額を給与計算 
ソフト等に入力し、 
毎月の給与からの  

天引きを実施  
（特別徴収）  

住民税 

前年の所得 

2026年の6月から適用 
 

住民税は前年の所得から税額を計算して後払いを行います。 
住民税決定通知書の内容をもとに、2026年6月の給与に反映するところから、適用が開始されます。 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会社員の所得を確定する作業 

年末調整とは  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本来 
納付すべき  

所得税 

1月 
2月 
3月 
4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 

10月 
11月 
12月  給料  所得税 

給料  所得税 
給料  所得税 
給料  所得税 
給料  所得税 
給料  所得税 
給料  所得税 
給料  所得税 

給料  所得税 
給料  所得税 
給料  所得税 

所得税を会社が給料から天引きし税務署へ納付  
所得税を控除（天引き）することを「源泉徴収」と呼び 

この源泉徴収の金額は法律上毎月「ざっくり」行われています。 

本来 
納付すべき  

所得税 

OR 

超過分を各社員へ返金  
企業は従業員に代わって税務署に税金を納付 

その際、従業員に還付した分を差し引く 
 

不足分を税務署へ納付  
不足分を各社員から徴収 

超過分 

不足分 

毎月の給与から所得税が概算で天引き され、会社がまとめて税務

署へ納めています 。この天引きを「源泉徴収」と呼び、税額は法律に

基づきおおまかに決まっています。 

1年分の収入と控除をもとに、天引きされた所得税と実際の納税額

との差額を精算します。払いすぎていれば返金され、足りなければ追

加で徴収されます。 

毎月の給与計算  
所得税の計算は「ざっくり」行い納付 

 

年末調整 
「ざっくり」納付の「帳尻合わせ」を行う 

 

給料  所得税 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年末調整一連の流れ  

記入依頼  記入対応  確認・計算・訂正  提出 

配布  チェック 回収 記入  計算  提出 依頼  印刷 

労務担当者  従業員  労務担当者 

● 法定調書合計表を作成 

● 市区町村に提出する書類を印刷し郵送  

● 税務署に提出する書類を印刷し郵送（一

部法人では電子申告義務）  

● 従業員向けに源泉徴収票を印刷し配布  

● 申告書の用意 

● 年末調整の開始と必要事項を

従業員へ連絡 

　情報の確認と提出書類の準備  

● 扶養家族の情報 

● 前職の源泉徴収票 

● 保険料控除 

● 住宅ローン 

● マイナンバー 

 

● 提出書類の不備・モレ確認  

● 従業員毎の給与・控除の内容を確認  

● 従業員毎の年税額を計算  

● 配偶者や扶養親族の見込み年収の変

更に伴うかけこみ再計算の実施  

10月 11月 12月 1月
翌年の給与計算 

給与計算 年末調整の 
情報の反映 

1月以降

● 年末調整の結果を給与情報に  

反映 

● 社労士等の専門家へ情報連携  

● 給与計算システム使用時は  

システムの設定変更を実施  

訂正 

労務担当者  労務担当者 

年末調整は、従業員からの申告をもとに税額を再計算し、過不足を精算する一連の業務 です。 
各工程において担当者・従業員が協力しながら、正確な税務処理を行います。 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2025年の年末調整 
今年の改正で  

特に大変になるポイント  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複雑な法改正を 
わかりやすく解説 
できるか不安 

ちゃんと理解して 
対応してくれるか不安 

未対応や不備のある 
従業員を個別フォロー 
する手間がかかる 

マニュアル作成   全体周知・依頼   個別フォロー・催促  

複雑な制度を正しく周知・問い合わせ対応  

配布  チェック 回収 記入  計算  提出 依頼  印刷 訂正 

法改正内容をわかりやすく伝えるには、丁寧な説明資料と周知が不可欠 です。 
従業員の理解不足による提出遅延や不備が頻発することで、個別フォローや進捗管理の負担も増大します。 

複雑な法改正を正しく周知するための準備、難解な問い合わせへの対応  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回収した書類を確認し、還付追徴額を計算  

チェック 回収 記入  計算  提出 印刷 

1年間の 
給与情報 

配偶者や 
扶養家族 

保険料  住宅ローン 

年末調整計算シート 
（Excel） 

年末調整のための 
算出所得税額の速算表 

出典：国税庁「年末調整計算シート」  出典：国税庁「令和６年分の年末調整の 
ための算出所得税額の速算表」 

提出 印刷 訂正 配布  依頼 

企業の労務担当者は、回収した情報をもとに還付追徴の計算を行います。 
2025年は制度改正で計算が複雑化 し、例年よりも計算にかかる時間・心労が増大 することが予想されます。 

計算式の複雑化で、例年よりも計算・確認にかかるコストが増大  

国税庁の資料を参考に計算  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見込みズレによる駆け込み訂正作業が多発  

チェック 回収 記入  計算  提出 印刷  提出 印刷 訂正 

New 

11月に12月分を含めた 
家族の年収見込みの報告を受け計算するため 
実績と見込みのズレが発生  

特定親族特別控除 （主に学生アルバイト）  

配布  依頼 

従業員は、年末調整の11月時点で12月分の所得の見込み額を、会社に申告します。 
今年は大学生世代の子が年末ギリギリまで働くことで、所得の見込みが上振れる ケースが多発する 

ことが予想され、労務担当者は再度還付追徴額を計算し直す必要があります。 

年末調整の締切直前で計算のやり直しが多発する可能性  

年末ギリギリまで働いて 
給与収入が103万→150万までUP 

 子・アルバイト 

世帯主・正社員 

正しい子の所得を労務担当に再申告  
（世帯主の控除額が数万円単位で変動するため） 

労務担当 
還付追徴額の計算をやり直す 必要がある 

123万円  188万円 

特定親族 
特別控除 扶養控除 

150万円 
子の年収 

控
除
額 



　

住⺠税

100万の壁

所得税

103万の壁
学⽣アルバイトへの
対処（特定親族特別控除）

freeeは、令和7年度 税制改正に

完全対応予定



　

年末調整にかかる⼯数が80%減！
ペーパーレスの感動体験

「ペーパーレス年末調整ガイド」
無料ダウンロードはこちら

無料ダウンロードの
QRコードはこちら

03 税務署‧市区町村に電⼦申告
     ⾏政に提出する書類も⾃動で作成。

 提出先の市区町村は⾃動で振り分けされ、
 freee上から簡単に電⼦申告が可能です。

freee⼈事労務とは？
「はじめやすく、使いやすい」クラウド⼈事労務ソフトです。

⼈事‧労務業務のデジタル化や業務効率化を実現します。

01 従業員にも労務担当者にも使いやすい
従業員はスマホやPCからアンケート形式で回答するだ
け。情報回収がペーパーレスで完結します。
⼊⼒のミスが減るから、労務担当の確認作業もラクに。

02 ワンクリック⾃動計算
還付追徴の計算がワンクリックで完了します。
2025年の複雑な税額計算にも対応しているため、
締切ギリギリの駆け込み訂正があっても安⼼です。

サービスのお問い合わせはこちら

年末調整の対応には 、freee⼈事労務がおすすめ

https://go.freee.co.jp/tggz-os.html?utm_source=objective-wp-ntz
https://go.freee.co.jp/tggz-os.html?utm_source=objective-wp-ntz
https://www.freee.co.jp/lp/hr/resources/yearend/?referral&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=02tougou_shimeikake_09nennmatsu&utm_content=02tougou_shimeikake_09nennmatsu_19062343395_145360870273_10004905_referral%3Dhr_tougou&restored=1744353996157
https://www.freee.co.jp/lp/hr/resources/yearend/?referral&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=02tougou_shimeikake_09nennmatsu&utm_content=02tougou_shimeikake_09nennmatsu_19062343395_145360870273_10004905_referral%3Dhr_tougou&restored=1744353996157
https://www.freee.co.jp/hr/contacts/yearend/?referral&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=02tougou_shimeikake_09nennmatsu&utm_content=02tougou_shimeikake_09nennmatsu_19062343395_145360870273_10004905_referral%3Dhr_tougou&restored=1744353944009


　

✓セルフでの社保⼿続きもラクに 
年収の壁引き上げにより、社保に加入する従業員が増えることが予想され
ます。 
 
freee人事労務では社保加入手続や毎月の給与からの天引き額の計算も
簡単に行うことができるため、労務の負担を減らしつつ改正に対応すること
ができます。 

社保⼿続きは 、freee⼈事労務がおすすめ

✓freee認定アドバイザー のご紹介 
税については税理士・社保については社労士と、専門家からアドバイスをも
らえる体制をつくっておくと安心です。 
 
freeeでは、ユーザー様のサポートを行える士業の方々が「freee認定アドバ
イザー」として企業様をご支援しており、企業様にマッチした税理士・社労士
をご紹介することが可能です。 



スモールビジネスを、世界の主役に。


